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平成３０年第２回府中町議会定例会 

会 議 録（第３号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成３０年６月２２日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成３０年６月２６日（火） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  山 口 晃 司 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ７番  二 見 伸 吾 君 

   ８番  上 原   貢 君     ９番  益 田 芳 子 君 

  １０番  児 玉 利 典 君    １１番  林     拡 君 

  １２番  西   友 幸 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １７番  小 菅 巻 子 君 

  １８番  力 山   彰 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 一般質問 

  ３ 議員提出第５号議案 地方財政の充実・強化を求める意見書 

  ４ 議員提出第６号議案 学校教育環境の体制整備改善を求める意見書 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   岡 野 浩 子 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 
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      企 画 財 政 部 長   戸 田 秀 生 君 

      総 務 部 長   坂 本 雅 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      生 活 環 境 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   脇 本 哲 也 君 

      消 防 長   寺 尾 光 司 君 

      教 育 部 長   奥 田 米 穂 君 

      総 務 部 次 長   大 塚 圭 子 君 

      建 設 部 次 長 兼 監 理 課 長   池 口 豊 記 君 

      建 設 部 次 長 兼 建 築 課 長   川 口 正 幸 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所次長   中 西   肇 君 

      都 市 整 備 課 長   磯 亀   智 君 

      下 水 道 課 長   原 田   司 君 

      区 画 整 理 課 長   岡 村 紀 行 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   榎 並 隆 浩 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ております。よって、平成３０年第２回府中町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１０番児玉議員、１１番林議員を指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  本日は、建設関係の質問を行います。 

  建設関係、第１項、町民の憩いの場の整備計画について、５番繁政議員の質問を行

います。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） おはようございます。町民の憩いの場の整備計画についてお尋

ねをいたします。 

  役場庁舎南側に位置する三角広場は、平成２８年に策定された町の都市計画マスタ

ープランの都市公園緑地の整備方針にも記述があるように、河川緑地として緑の空間

を確保し、景観に配慮するものとあります。この広場の整備に当たって、周辺環境を

生かした親水公園がふさわしいのではないかと思います。 

  また、広場の北側には原爆慰霊碑広場があり、平和学習の場として活用できるだけ

でなく、ゲートボールの場もあり、町民の集いの場所としても利用する価値は高く、

にぎわいと平和を祈る場が一体となっている親水公園は、コンパクトな府中町にふさ

わしいと私は思います。 

  この魅力あふれる河川敷を整備するに当たり、次の３点についてお伺いをいたしま

す。 

  １、榎川の河川改修の今後の見通しは。 

  ２、広場整備について、広島県との協議はいつごろから開始をするのか。多分して

おられると思いますが。 

  ３、町の計画としていつごろ反映させていこうとされるのか。 

  テレビを見ていても、暑いなという時期になるとどこでも最初に噴水がこう出て上

がって、そこで小さい子どもがぴちゃぴちゃ、ぴちゃぴちゃ遊んでるのがどこの町で

も出てきます。府中町には、前から言っとるように、そういう噴水の出る公園があり

ません。ですから、ぜひあそこは小さい子どもたちが平和学習をするのにも、また役

場がすぐ前ですから、府中町を大事にする心を育てるにも、あそこは必要な広場です
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から、佐藤町長さんのときにぜひ湯崎さんと話し合って、すばらしい公園ができるよ

うに私たちも応援したいと思います。 

  以上、３点をお伺いして、もしいい答弁をいただいたら、次は何も言いません。い

い答弁でなかったら、少しがんがん言いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） おはようございます。建設部長です。５番繁政議員からの

御質問、町民の憩いの場の整備計画について御答弁させていただきます。 

  一級河川榎川は、水分峡を源流として町の中心を流下し、府中大川へ流れ込んでお

ります都市型の河川でございます。 

  河川管理者でございます広島県が策定しております太田川下流ブロック河川整備計

画では、府中大川の合流点から上流へ１．４キロメートルの区間について、河川改修

整備を行う計画となっております。 

  議員御指摘の三角広場は、役場庁舎、くすのきプラザ等の公共施設に隣接し、周辺

環境では、榎川の河川空間緑地広場としての機能を有する場所だと考えております。 

  議員御指摘のとおり、平成２８年度に策定をいたしました都市計画マスタープラン

におきまして、都市公園緑地の整備方針におきまして、緑の空間を確保し、景観に配

慮した施設計画を行うこととしております。 

  御質問の１点目、榎川の河川改修の今後の見通しについてでございますが、榎川の

河川改修事業につきましては、県事業として平成１０年度から工事着手し、平成

１３年度までの役場前の経免橋を含む約１４３メートルの護岸と橋梁工事を行ってお

ります。 

  その後、平成２０年度に広島県の単独事業によりまして、最下流から文化橋までの

約４００メートル区間の詳細設計と、昭和橋の撤去工事を行い、これまでに最下流か

ら約１１０メートルの区間について、改修を完了しているところでございます。 

  本年度は、本町公園沿いの右岸２５メートルの改修工事を行い、次年度以降は本町

公園前から上流の文化橋に向けて、約１３０メートルの右岸改修工事を進める予定で、

この工事完了まで５年程度の工事期間を要すると広島県のほうに確認をいたしておる

ところでございます。 

  なお、文化橋から上流と役場側の左岸改修計画の時期につきましては、現在明確な
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整備時期は御回答いただいてはおりませんが、町といたしましても役場や学校などの

教育施設が集積している中心拠点地域の防災対策であること、あわせて三角広場は、

本町公園と榎川沿いの松並木を線で結び、歴史、文化を感じることができるゾーンの

整備を推進していくことを踏まえ、広島県に対し、より一層の事業推進を図っていた

だくよう、継続して要望しているところでございます。 

  次に、御質問の２点目、広場整備について、管理者である広島県との協議はいつご

ろ開始するのかという御質問と、３点目、県との協議、調整がとれたときには、町計

画としていつごろ反映されるのでしょうかについて、一括して御答弁させていただき

ます。 

  三角広場は、八幡川と榎川に挟まれた面積約０．１ヘクタール程度の小さな三角地

でございますが、都市計画マスタープランにおいても、役場やくすのきプラザが存す

る中心拠点ゾーンに位置し、河川空間の有効活用を図っていくこととしております。

あわせて、埃宮神社の参道として、線へのつながりを生み出す重要な拠点であり、水

と緑の形成に向けて、重要な役割を持っております。 

  また、議員からの御指摘のありましたとおり、本広場周辺には原爆慰霊碑広場があ

り、ゲートボール場もございます。 

  町民の集いの場として、また憩いの場として、水と緑、そして歴史を感じることが

できる環境を整備していく必要があると考えております。 

  今後の河川管理者であります広島県との協議時期についてでございますが、これま

でも河川工事完了後には、本広場を河川緑地広場として利用させていただきたい旨の

協議をさせていただいておりますが、先ほども御答弁させていただきましたとおり、

文化橋までの榎川改修工事に今後５年程度要することを確認しております。  

  町といたしましては、県の工事完了後、引き続き広場の整備計画に着手できるよう、

県と協議を進めてまいりたいと考えております。  

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 今はもうちょっと去年かおととしか亡くなったんですが、県会

議員の山田利明さんっていう県会議員がいらっしゃって、その県会議員が現職で元気

で頑張っていらっしゃるときに、府中町に随分力を入れてくださいました。 
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  そのときにあそこの公園をいいがに整備して、府中町で子どもたちが本当に平和、

慰霊碑がありますし、あそこの整備をきちっとして、あそこにかわいい橋を、さっき

言われた水と緑のって言うちゃったでしょう。そこへ水と緑と赤。赤のかわいらしい

橋を、太鼓橋のようなのをつくって、平和の広場とその公園に渡るようなのをつくっ

て、子どもたちが夢を持てるような府中町にしたらいいんじゃないかのうって言って

くださったことがあるんです。 

  じゃあ、「力かしてくださいよ」言うたら、「元気でおる間は一生懸命頑張ってし

てやるから」とおっしゃったんですが、亡くなられたので、それを誰か聞いて意志を

継いでやってくれる県会議員を今出しとるんですが、まだそこまで力がないようです

が、それでも力を出してもろて、実現できるように頑張っていきたいと思います。 

  答弁をいただいたんですが、整備計画が府中町と県とで話し合いがついてそういう

ことになったら、必ず今からこうなって県との話がこうなったいうのをちゃんと言っ

てですね、私たちに、こういうような計画で進めていこうと思いますいうのは、事前

に議員に話をしてもらいたいと思います。そのことは特にお願いしときたいと思いま

す。 

  それから、三角広場と慰霊碑を今つなぐ太鼓橋か何か、赤の橋をつけていただけれ

ば、子どもたちも簡単に平和公園のほうも行ってお参りもする。それから今度、こっ

ちで一緒にみんなで遊べるというような。あんまり危のうないわね、河川じゃし橋が

ついたらね。だから、それを私は今９期ですからね、もう次やるかやらんかようわか

りませんから、ですからどうしてもあそこに子どもたちに水の出る、水がいつも、あ

そこ原爆が落ちたときには、皆さんが水、水っておっしゃったいうのはずっとみんな

聞いとってのように、水の出る親水公園をつくってもらいたいというのが私の夢なん

です。 

  ですから、私の夢をみんなにかなえいうわけじゃありませんが、やはり私たちの年

齢の人は、やっぱりあそこはそういう公園に佐藤町長さんによう頼んでしてもろてっ

て言っておりますので、ぜひ佐藤町長にお願いしておきたいと思います。 

  ですから、今２番目の質問は、その計画が土俵に上がってくる前に議員に話をちゃ

んとしてもらえるものと思いますが、してくださるかどうか、それをちゃんと聞きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 
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  都市整備課長。 

○都市整備課長（磯亀 智君） 繁政議員からの御質問について御答弁いたします。 

  まず、三角広場と慰霊碑の広場の一体的な整備についての方針について御答弁いた

します。 

  議員の御指摘のとおり、役場庁舎前、榎川に隣接し、建立されています慰霊碑は、

核兵器の廃絶と恒久平和の誓いを込めて昭和６０年に建立されており、毎年８月６日

には多くの方が参列されており、平和学習の場としても貴重な広場となっております。 

  三角広場を整備する際には、管理者であります広島県、関係機関などと協議、調整

の上、慰霊碑広場までの安全な動線を確保し、河川に影響がない範囲において一体的

な整備を進め、町民の皆様がこの広場で水、緑、それと歴史と平和を感じることがで

きる空間をつくるよう、努力してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 議員の皆様方に整備計画するときに、その構想、それから

整備の時期等教えてくれるのかという御質問だと思います。 

  まず、先ほど御答弁させていただきましたとおり、広島県のほうでの河川改修計画

が今後５年かかるということでございます。その間に府中町と広島県におきまして、

河川の利用について協議を進めてまいります。 

  その協議と同時に、まず構想計画をつくります。構想計画におきましては、議員先

ほど申し上げられましたとおり、水と緑、それから平和、歴史というテーマをもとに

計画をつくってまいるところでございますが、その計画に当たりましては、議員の皆

様方に御説明のほうをさせていただく機会を設けたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 課長さん、ありがとう。とってもいい答弁でしたよ。本当に実

行してあげますよいう答弁をいただいて、ありがとうございます。 

  部長さん、さっきおっしゃったように、構想計画の中に私たちの思いもありますか

ら、議員さんの意見もよく聞いて、私たちで役に立ったら県のほうにも私たちも顔の
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きく議員がそろうとりますから、いつでも言ってもらうと町長さんについて一緒に県

のほうにもお伺いしますから、そしてやっぱり町民が喜んでくださるような公園がで

きるように、一緒に努力してやりたいと思いますから、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、町民の憩いの場の整備計画について、５番繁

政議員の質問を終わります。 

  続いて、建設関係、第２項、河川や水路のしゅんせつ計画はについて、４番梶川議

員の質問を行います。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） おはようございます。河川や水路のしゅんせつ計画はという

ことで質問をさせていただきます。 

  このしゅんせつという言葉、私は町内会の世話をし出して、この水路の泥上げをし

てくれとかいろいろお願いをしたときに、「ああ、しゅんせつですね」とか言われて、

最初しゅんせついう言葉がよくわからなくて、たまった土砂を取り除くことをしゅん

せつというんだということをそこで初めて知りましたけども、そういう計画について

質問したいと思います。 

  質問趣旨です。府中町の府中大川、八幡川などは、宅地より河川のほうが高い位置

にある天井川であるため、低い位置の水路等はポンプ場を経由して河川へ水を排出し

ています。このために、一部の水路では常に悪臭や藻が発生している状況です。この

ような環境の中、大雨などによる災害を防ぐため、また河川の水質を改善するために

行うしゅんせつは、大変重要な町の事業の一つです。 

  先日、６月３日日曜日の町内一斉清掃、通称空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンと

いいますが、それでも多くの町民が参加して水路や水路ますにたまった泥上げや草取

りなどの清掃活動を行いました。しかし、危険が伴う大きな水路や河川のしゅんせつ

は、町の事業として毎年行われています。 

  以下、町が行うしゅんせつについてお尋ねをいたします。 

  １、今年度の水路改良事業は、予算書を見ますと６３７万６，０００円というふう

に予算が計上されておりましたが、そのしゅんせつの計画とその方法についてお尋ね

をいたします。 

  ２番目に、日当たりのよい水路は藻が大量に発生して、水路の流れが悪くなってい

るのですが、それに非常に町内会としても困っております。その対策について、何か
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ありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

  なお、要求資料として、町が事業として行うしゅんせつ箇所の一覧表を資料として

要求しております。ごらんください。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） ４番梶川議員からの御質問、河川や水路のしゅんせつの年

間計画はについて御答弁させていただきます。 

  町が管理しております河川や水路等に土砂や汚泥が堆積いたしますと、議員御指摘

のとおり、大雨のときに雨水が氾濫し、宅地の浸水や道路冠水などを引き起こす原因

となります。 

  また、土砂の堆積は、悪臭等による環境衛生上の問題や、河川等公共用水域の水質

汚濁につながるため、公共下水道の整備を推進するとともに、水路などのしゅんせつ

を行い、対応しているところでございます。 

  また、地域の皆様や企業、各種団体様による水路等の清掃活動を行っていただいて

いるところでございます。深く感謝を申し上げるとともに、今後も連携を深め、活動

を推進してまいりたいと考えております。 

  １つ目の御質問、水路改良事業に係るしゅんせつの計画とその方法について御答弁

させていただきます。 

  当町において最も土砂が堆積しやすい地区は、平地で水路の勾配が緩やかな本町・

鶴江地区でございます。町では例年、継続してしゅんせつを行っているため、土砂や

汚泥がたまりやすい水路や藻が発生しやすい水路は把握しております。今後、本町・

鶴江地区を中心にしゅんせつを実施する計画としておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  続いて、しゅんせつの方法ということでございますが、しゅんせつには強力吸引車

を使用し、堆積した汚泥や土砂を除去いたします。引き抜いた土砂や汚泥は中間処理

場に搬入し、脱水固化した後に最終処分場で処分をいたします。 

  また、しゅんせつ作業に合わせて水路内の除草、清掃を実施し、工事の完了となる

わけでございます。 

  続きまして、御質問の２点目、日当たりのよい水路は藻が大量に発生し、水路の流
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れが悪くなっているが、その対策についてを御答弁させていただきます。 

  水路の勾配が緩く、水が滞留しやすい箇所に藻が発生しやすく、藻が発生すること

で、さらに流れを阻害することがございます。 

  これらを踏まえ、藻の発生を抑える対策といたしましては、水路の複断面化により

水が滞留しないように流水能力の向上を図っているところでございます。 

  また、年度計画に計上されていない水路などにつきましては町職員が確認し、水路

の管理上や衛生管理上問題がある場合は、職員によりまして水路内の土砂や藻の除去、

除草、清掃等を実施しているところでございます。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 先日も鶴江の地区でうちの近所で、流れが悪いので非常に藻

がたまっているということでしゅんせつをお願いに行きました。すると、すぐね、い

つもお願いに行ったらなかなかやってくれないときもあるんですが、すぐされるとき

も、時期があるんでしょうけども、すぐ職員の方が来てやっていただいて、それは応

急処置でしたけども、草を取ってもらったり荒ごみを取っていただきました。本当に

助かりました。そして、本格的なしゅんせつは、梅雨が終わった夏場にまた業者が入

ってやってくださるということを聞いておりますので、ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

  また、作業のときは大体そこの水路の近くにある人が一番困ってるわけで、におい

もありますし、ぜひ作業をするときには、近所の方も今からしますよとか、そのとき

はちょうどおられなかったみたいですけども、家から帰ってきたらやってあったとい

うことで喜んでおられましたけども、そういう場合は別にして、やっぱり一言声をか

けて今からやらせてもらいますということで、きれいになりましたという一つの宣伝

にもなりますし、喜ばれると思いますので、そういう近所の住民との対話も報告も大

切にしていただきたいというふうに思います。 

  あと、答弁にもありましたけど、本町とか鶴江地区を中心にしゅんせつを行ってい

るようですが、今年度のしゅんせつの計画が決まっていれば教えていただきたいと思

います。できたら、また昨年度の実績について、地区ごとにわかれば教えていただき

たいと思います。 
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○議長（中村武弘君） 答弁。 

  都市整備課長。 

○都市整備課長（磯亀 智君） 梶川議員の御質問について御答弁いたします。 

  まず、工事前には近隣の方には声をかけて実施するようにいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、平成３０年度、工事として現在計画いたしているしゅんせつ延長でござ

いますが、全体で約２，１００メートル。このうち鶴江・本町地区が１，４００メー

トルであり、全体の約６６％を占めております。 

  また、平成２９年度のしゅんせつ工事の実績についてでございますが、全体で

１，８００メートル、３１カ所で、このうち鶴江・本町地区が１，１００メートル、

１６カ所と、総延長の６１％を占めておりました。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ありますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、府中大川のことなんですが、この前も２４日から始まった町長の囲む会です

かね、行かせていただいて、そこでも住民の方から質問が出ておりましたけども、先

ほどの質問にもありますけども、府中大川のしゅんせつ等を県のほうと協議をして、

私も昔いろいろ県会議員さんにお願いしたりしたことはあるんですけども、やってく

ださる年とやってくださらない年。予算の関係もあるんでしょうけども、やっぱり常

に県と連絡取りながら要請していかないと、やってもらえんじゃないかなというふう

に。それも全部は予算的にできないんですよね。やっぱり区切ってここの１００メー

ターやります、２００メーターやりますとかいう、区切ってされるので、府中大川も

下のほうは割と今きれいにされたんだと思うんですけども、上のほうがまだぼうぼう

の状態ですので、みんな不安というか、特に町営住宅のほうとかいつも見てきれいに

ならんかねという話をよく聞きますので、ぜひお願いをしたいと、県のほうへ要望を

してほしいと思います。 

  あと、町長もおっしゃられておりましたが、川の水質が非常に公共下水道が整備さ

れてきれいになってるということが言われてましたけども、本当川もきれいになって

おります。ぜひ町民の方にも宣伝を目に見える形で。昔の写真はないんですかね。昔
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の写真と今の写真と比べたら随分違うんだと思うんですけども、そういうＰＲもして

いただきたいなと思っております。 

  先ほどの答弁にもありましたけども、複断面化にしていくという話がありましたが、

鶴江のほうも随分されてるんですけども、それでも流れが悪いという。藻がたまって

詰まってしまう。それであふれてしまうという状態が起きておりますので、この前ち

ょっと相談に行ったら、それはもう向こうに流せばいいんだという話もありましたけ

ども、複断面化を全部やっていただきたいのと、あと細かく点検をしてそういう藻が

たまったところをしっかり細かい対応をしながら、やっぱりにおいが発生しますし不

衛生になりますから、しっかり細かくやっていただきたいというふうに思います。 

  以上、要望ということでお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） ただいま梶川議員からの御質問の中で、府中大川のしゅん

せつということでありましたので、御答弁のほうさせていただきたいと思います。 

  府中大川のしゅんせつにつきまして、既に町長のほうから御指示をいただきまして、

昨日広島県のほうに行ってまいりました。広島県のほうでは、管理しております河川

の計画、しゅんせつ計画いうのを立てておりまして、現在府中大川はその対象ではな

いという御回答をいただいておりましたが、７月初めに担当者会議がございます。そ

の場でしっかりと要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、河川や水路のしゅんせつ計画はについて、

４番梶川議員の質問を終わります。 

  続いて、建設関係、第３項、歩道の迅速な補修と整備をについて、９番益田議員の

質問を行います。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 皆様、おはようございます。最初に、今月の１８日７時５８分

に発生をいたしました大阪府北部地震で、通学途中に児童のとうとい命が一瞬にして

なくなりました。御冥福をお祈りいたしますとともに、犠牲になられました児童のた

めにも、しっかりとした安全で安心なまちづくりをしていかなければならないと感じ

ております。 
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  それでは、質問に入らせていただきます。 

  歩道の迅速な補修と整備を。 

  質問趣旨、２００６年１２月に新バリアフリー法が制定され、高齢者や障がい者が

日常生活で利用される場所へ安全な移動ができるように、交通機関、道路管理者、建

築物責任者が施設等を中心に、周辺道路までを一体的にバリアフリー化が進められて

きました。 

  しかし、急激な人口減少、少子高齢化に対応し、バリアフリー化をさらに加速し、

高齢者、障がい者、子育て世代、全ての人々が安心して生活・移動ができる目的で、

改正バリアフリー法が５月１８日の参院本会議で可決、成立をいたしました。 

  本町がバリアフリーのまちづくりを進める上でも、特に歩道の整備は重要ですが、

その歩道の段差、傾斜、勾配が解消されておりません。障がい者の方からは、「視覚

障がい者誘導点字ブロックがない。ブロックがはがれている」「幅が狭く、車椅子と

人がすれ違うことができない」という声をお聞きをいたします。 

  公共施設等幾らバリアフリー化が進んでも、安全な移動が不十分のままでは、安

心・安全な町とは言えません。今後のバリアフリー計画や、危険な箇所の補修、ふぐ

あいについては、町民からのスマートフォン等の投稿で、写真や場所の特定や、状況

確認が迅速に対応もできるシステムの導入の考えはないのでしょうか。 

  また、高齢者世帯の増加で、自動車を使わなくても移動が可能な歩いて暮らせるま

ちづくりや、障がい者の視点に寄り添った、道路管理者によって進められるハード・

ソフト面についてのお考えをお尋ねをいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） ９番益田議員からの御質問、歩道の迅速な補修と整備をに

ついて御答弁させていただきます。 

  議員御指摘のとおり、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、

いわゆるバリアフリー法につきましては、２００６年、平成１８年の施行以降、新設

や改良などを行う公共交通施設や、建築物について移動等の円滑化に関する基準に適

合し、建設するよう求められているところでございます。 

  府中町では、平成２４年１２月にバリアフリー法に基づく移動円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例を制定し、新設または既存施設における道路
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づくりの基準を設けております。 

  近年でのバリアフリー化基準に適合させた新たな公共施設といたしましては、建築

物では平成２７年度末に完成した北交流センター、道路では平成２９年度に暫定的に

供用開始いたしました都市計画道路南小学校青崎東線を整備しております。 

  また、町内の歩道のバリアフリー化に取り組んでいる状況といたしましては、町内

における商業系、公共サービス系の拠点でございます、中心拠点地区における町内シ

ンボル道路、都市計画道路、鶴江鹿籠線の歩道では、道路に隣接されている家屋や店

舗の皆様の御協力、御理解を得ながら、歩道の平たん性を考慮した方法でバリアフリ

ー化を図っているところでございます。 

  １つ目の御質問、今後のバリアフリー計画についてでございますが、バリアフリー

法では、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障がい者などが利用する施設が集まっ

た地区を、重点的にバリアフリー化に係る事業として促進していくこととされており

ます。法の趣旨並びに府中町の最上位計画であります第４次総合計画に照らし合わせ

てみますと、当町が主要事業として取り組んでおります向洋駅周辺土地区画整理事業

と並行して、今後、鉄道の高架事業及び公共交通施策が進んでいき、鉄道ターミナル

としての機能が飛躍的に向上することを考えますと、高齢者、障がい者、子育て世代

など多くの集客が予想されることから、ユニバーサルデザインのもと、そのふさわし

いまちづくりの一環として関係機関との連携、協議を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、道路の危険な箇所、ふぐあいなどの早期発見と迅速な対応に、スマートフォ

ンなどの媒体の活用の考え方はという御質問についてお答えさせていただきます。 

  現在、町内の県道、町道について、地域間を結ぶ道路や比較的道路幅員が広い道路

を主要道路、また主要道路以外をその他の道路として区分し、主要道路は月１回、そ

の他の道路は２カ月に１回の頻度で職員がパトロールを実施し、道路のふぐあいが発

見された場合、速やかに対応を行っているところでございます。 

  また、町民の方からの情報提供により道路補修などを行っているケースも多く、特

に電話による情報提供が主ではございますが、場所の確認を行い、職員が即日現地で

地域の方と状況を確認し、対応しているところでございます。 

  議員御紹介のスマートフォンなどを活用し、道路のふぐあい等について早期に場所

の特定や状況の確認を行う方法は、現代社会におけるスマートフォンを含む情報端末
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機器、今や身近な多機能機器として一般的に普及しておりますので、費用や効果など

を含め、検討してまいりたいと考えております。 

  最後の御質問、主に高齢者や障がい者といった、いわゆる交通弱者への対応として、

道路管理者の取り組みの考え方ということに御答弁させていただきたいと思います。 

  御質問の高齢者世帯の増加で、自動車を使わなくても移動可能な歩いて暮らせる町

の利便性について、例えばこれまで自家用車で外出をされていた方が、高齢による免

許返納などにより、外出の機会が少なくなることも懸念されます。そこで、自家用車

から公共交通機関へ利用転換がスムーズに図ることができれば、歩く効果として健康

面でのさまざまな予防や、健康増進に有効であると考えております。 

  さらに、町民の皆様が町を歩くことによって生まれるさまざまな交流の機会は、コ

ミュニティー活動を促進し、地域活動の向上につながり、町を歩く方がさらにふえる

という好循環をもたらすことが期待されます。公共交通が利用しやすくなる環境づく

りの観点から、バスや鉄道を利用したくなる公共交通施策や道路づくりに取り組んで

まいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 御答弁ありがとうございました。日本はこれから２０２０年の

東京オリンピック、パラリンピックに向け、人が主役、先進バリアフリーへの挑戦と

して、鉄道、バス、タクシー、福祉交通の現状と課題や、歩道では車椅子使用者対策

や視覚障がい者対策のバリアフリー化など、東京ではその進捗率、まちづくりの推進

計画が一段と進められている状況でございます。 

  日本のバリアフリーのまちづくりのきっかけも、やはり１９６４年の東京オリンピ

ック、パラリンピックでございました。府中町でも公共施設や道路、中心拠点の歩道

では、バリアフリー化の整備もされつつあります。今後も第４次総合計画に沿って生

活道路の拡幅や公共施設や駅との移動空間のバリアフリー化をさらに進めていただき

たいと思います。 

  それでは、４点について再質問をさせていただきます。 

  歩道整備計画として、現在整備されています区間がほぼ完了いたしました後の計画

について、再度お伺いをいたします。 
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  そして、特に中心拠点のバリアフリーの歩道整備が大変おくれている箇所がござい

ます。具体的には、府中公民館、南公民館、なないろ作業所周辺、１日の乗車人数が

１万１，０００人以上の向洋駅周辺が未整備に近い状態です。早急な対応が必要と思

いますが、いかがお考えでしょうか。 

  ２点目、次に道路補修対策です。町では、担当職員による道路パトロールをされて

ふぐあいなどを発見されているようですが、通報があった箇所については的確に対応

されているようですが、何度もパトロールをされているにもかかわらず、ふぐあいが

そのまま放置されている箇所もよく目にします。それはやはり車でのパトロールに重

点が置かれ、歩道には目が届いてない結果だと思っております。実際の補修対応方法

や場所、そして年間に対応した件数をお聞かせください。 

  ３点目、ハード・ソフトについてのバリアフリー化でございますが、最近の歩道で

は何かと障がいとなるものが多く見受けられます。日本の高齢化は、２０１６年で既

に高齢化率２３．７％、府中町でも２２．６％と、間違いなく高齢社会です。 

  高齢による視力の衰えで、歩道の妨げになっているものがよく見えない。また、免

許の返納による移動手段として、バス、自動車、最近ではよく目にいたします電動車

椅子、シニアカーとも言われています。そして、御夫婦でのお買い物、徒歩も増加傾

向となっております。そのためには、視覚障がい者やベビーカー、車椅子などの使用

者を中心として歩道の点検や、車椅子、視覚障がい者点字誘導ブロックの位置情報な

どのマップの作成も必要と思いますが、いかがでしょうか。 

  また、歩道を自転車で走れる自転車通行許可表示の区間でのルールが大変わかりに

くく、スピードの出し過ぎによる危険な場所も中心部で見受けられます。広報などの

啓発活動も必要と思いますが、いかがでしょうか。 

  最後に、心のバリアフリーについては、家庭内、そして学校、地域など、あらゆる

場面での心のバリアフリー化が問われる時代でございます。特に、差別や偏見、排除

をなくすことも心のバリアフリーです。スマートフォンなどの情報機器を活用するこ

とにより、障がい者の情報バリアフリー化の支援をしていくことも適切なサポートで

はないかと思います。心のバリアフリーに通じることだと思います。 

  以上、４点についてよろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  都市整備課長。 
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○都市整備課長（磯亀 智君） 益田議員の御質問について御答弁いたします。 

  まず、バリアフリー化に向けた歩道の整備計画についてでございます。今後のバリ

アフリー化に向けた歩道の整備計画についてでございますが、本町のバリアフリー化

基準に適合させた歩道の整備計画がある路線といたしましては、先ほど答弁いたしま

した都市計画道路鶴江鹿籠線の歩道改良工事、総延長約２，１００メートルについて、

今年度で整備が完了する予定でございます。来年度以降は、都市計画道路大須上岡田

線の新石井尻橋から本町四丁目のこいこい市場付近までの歩道改良未整備区間につい

て、同様の工事を継続して実施していく計画でございます。 

  また、その他路線の整備といたしましては、向洋駅周辺土地区画整理事業、それと

東部連続立体交差事業に関連して、本町と広島県が整備する街路が主体となります。 

  続きまして、歩道と車道部の年間対応件数についてでございますが、まず職員によ

る道路パトロール時に確認し、対応いたしました件数についてでございますが、過去

３年の平均で歩道部の補修が年間１５件、車道部が年間約８５件、計１００件でござ

います。 

  それで、一方で町民の皆様からの通報により対応いたしました件数は、歩道部で約

２０件、車道部で約４５件、計６５件でございます。 

  それと、パトロールにつきましては、車だけではなく自転車を主体としたパトロー

ルも随時実施している状況でございます。 

  ３点目なんですけれども、益田議員の御指摘のことにつきましては、バリアフリー

の情報の見える化についての御質問だと思いますが、これについて御答弁いたします。 

  道路や施設におけるバリアフリーに関する情報を集約し、その情報を高齢者や障が

い者などが容易に把握できるような仕組みづくりを行うことで、高齢者や障がい者な

どが町に出やすい環境となり、あるいは府中町に訪れやすくなる環境づくりができる

ものと考えられます。 

  しかしながら、さまざまな障がい者の方などがどのような情報を必要としているの

か、どのようにその情報を発信すればいいのかについては、今後の検討課題であると

考えております。 

  本件につきましては、国土交通省においても検討を開始したところでございますの

で、その結果を踏まえ、町としても何ができるのか検討してまいりたいと考えており

ます。 
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  あわせて、歩道を自転車でスピードを出して走るいうことで、そういう危険な状況

があるいうことに対しての御答弁いたします。 

  自転車乗車時のルール、マナー違反については、確かに大きな問題であると本町も

認識しております。原則として自転車は車道を通行しなければなりませんが、歩道に

自転車通行可の標識がある場合などは、歩道を通行することが認められております。 

  しかし、この場合でも歩行者優先が大原則であり、すぐ停車することができる速度

で徐行することとなっております。 

  このような交通安全に関するルールやマナーについては、啓発活動や安全教育など

の活動を引き続き実施し、ルールやマナーの向上を図ることが必要であると考えてお

ります。 

  また、街路樹等により標識が見えにくい点につきましては、街路樹の剪定を行い、

それにより解消していきたいと考えております。 

  次の質問の心のバリアフリーについてでございますが、バリアフリーの推進に当た

っては、建築物、道路などのハード整備を進めるだけでは十分ではございません。整

備したバリアフリー施設を円滑に利用するためのソフト面での取り組みが必要でござ

います。偏見や固定観念など、心の中に潜む目に見えない壁をなくし、年齢、性別、

障がい、国籍に違いにかかわらず、誰もが住みやすい社会こそが真のバリアフリーだ

と言えます。 

  そのためには、広報紙などによる啓発活動や、小・中学校による教育活動などによ

り取り組みを行い、町民一人一人や事業者等がバリアフリーに対する意識が向上し、

高齢者や障がい者などの立場に立って気軽に手助けをするなどの行動につながるもの

と考えられます。 

  また、議員御指摘のとおり、バリアフリーの見える化についても、心のバリアフリ

ーの一つの取り組み方であると考えます。 

  最後に、各主要施設周辺のバリアフリー計画についてでございますが、南公民館と

なないろ作業所につきましては、周辺道路に県道がございます。この既存県道につき

ましては、現在点字ブロックが設置されてございません。この点につきましては、歩

道の段差解消や平たん性も含めて、バリアフリー化基準に適合するよう、広島県と調

整を図ってまいりたいと考えております。 

  府中公民館周辺につきましては、現在府中公民館再整備に伴い、周辺道路も整備す
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る予定でございます。整備に当たっては、バリアフリー化基準に適合するよう整備を

進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○議長（中村武弘君） はい、どうぞ。 

  区画整理課長。 

○区画整理課長（岡村紀行君） 歩道の整備計画について、向洋駅周辺のことがあった

ので、向洋駅周辺について御回答します。 

  向洋駅周辺のバリアフリーについてですが、ＪＲ向洋駅については連立事業でバリ

アフリーを考慮されており、駅構内にエレベーターやエスカレーター等の設置が計画

されております。 

  府中町では、向洋駅を起点として、先ほど都市整備課長が申しましたが、バリアフ

リー新法や道路移動円滑化基準等に基づきまして、駅前広場及び周辺道路の整備計画

を立てまして、歩行者動線の段差解消や視覚障がい者誘導のブロック設置等を実施す

るものとしています。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問はございますか。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） ４点について明確に答弁をいただきまして、ありがとうござい

ます。今後の歩道改良につきましても、大変日常的にも中心拠点での要望でございま

したので、よろしくお願いいたします。 

  また、最近ではコンビニもふえ、暗くなった時間帯でも車椅子で出かけられている

光景もよく見ますので、こうした日常拠点につきましても早期の着工をよろしくお願

いいたします。 

  道路パトロールでは、年間合計１００件、通報での対応合計は６５件で、年間車道、

歩道の補修件数が１６５件あるとのことですが、町民からどこに連絡していいのかわ

からない。電話では場所と状況が伝えにくい。役場があいてる時間しか連絡できない

との問題も明らかになっております。 

  また反対に、行政からも電話では同じく場所や状況がわかりづらいなど、時間的な

ロスも解消でき、災害時での緊急情報としてもこれから期待されるスマートフォン等

の投稿の効果も大変大きいのではないかと思いますので、ぜひ前向きに考えていただ
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きたいと思います。 

  バリアフリー化の課題といたしましては、平成２９年度現在で本町には視覚障がい

者、聴覚障がい者等の障害者手帳を交付されている方は１，８３４名おられます。こ

うした方々が安心して町へ出たくなる歩道整備や、情報の見える化をしていただき、

バリアフリーの町を目指していただきたいと思います。 

  町長も今ピンチのようでございますが、このピンチをチャンスに変えていただき、

いま一度バリアフリーのまちづくりのためにも、そして２０２０年東京オリンピック

やパラリンピック開催に府中町もぜひコンパクトでバリアフリーの町としてアピール

ができるように、ぜひお願いをいたしまして私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、歩道の迅速な補修と整備をについて、９番益

田議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ここで休憩をとります。１０時４５分。休憩。 

（休憩 午前１０時２６分） 

 

（再開 午前１０時４５分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、建設関係、第４項、府中町における密集市街地整備と

「まちづくり」について、７番二見議員の質問を行います。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 府中町における密集市街地整備と「まちづくり」について質問

をいたします。 

  先週６月１８日、高槻市など大阪北部を震度６の地震が襲いました。小学校のブロ

ック塀が倒壊をし、４年生の児童が犠牲になりました。２２日現在での被害は、死者

５人、負傷者が７府県で４０６人、うち重傷者９名。住宅の全壊１棟、半壊３４棟、

一部損壊３，３８１棟。火災発生件数は、大阪府と兵庫県で８件です。震度５弱以上

の地震は、４月に鳥取、５月に長野北部で２回、６月１７日に群馬、そして１８日の
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大阪北部と続いています。 

  日本列島は、１９９５年の阪神淡路大震災以後、地震の活動期に入ったと言われて

います。２０１１年には東日本大震災、２０１６年には熊本地震が起きました。大地

動乱の時代です。 

  阪神淡路大震災のときの教訓の一つは、日本列島のどこで大地震が起きてもおかし

くない。大地震の起きない地域はないということです。そして、そのことは東日本大

震災と熊本地震で裏書きされ、今回の大阪北部地震へと続いているわけです。中国地

方、広島県、そして府中町も、そう遅くない時期に大地震が発生する可能性、危険性

があります。 

  先日、土木学会が南海トラフ大地震が起きた場合、その経済被害は長期的に

１，４１０兆円となるであろうというショッキングな推計を発表いたしました。経済

的な被害がある以前に、人的な被害、建物の倒壊、そして火災など、直接的な被害も

また甚大です。土木学会は、道路や港、堤防、建物の耐震化などをすることで、地震

や津波による長期的な被害を３割から４割減らすことができるとも述べており、災害

に強いまちづくりは喫緊の課題となっています。 

  阪神淡路大震災では、地震直後に命を落とした約５，５００人のうち、８割以上が

建物や家具の倒壊による圧死、窒息死でした。災害、とりわけ大震災が起きたときに、

町民の皆さんの命と安全が守れるかどうかは災害が強いまちづくりにかかっており、

有効な手だての一つとして、密集市街地の整備があります。 

  密集市街地とは、当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ十分

な公共施設が整備されていないこと、その他当該区域内の土地利用の状況から、その

特定防災機能が確保されていない市街地であると、密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律に書かれております。 

  具体的には、幅４メートル未満の細街路や、細い路地ですね、行きどまりが多く、

十分に接道要件を満たしていなかったり、全く接道していない小規模な敷地が多い、

耐震性、耐火性の低い老朽木造建築物が多い、そして公園が少ないと、こういう特徴

を持ち、地震や火災の場合、人的にも物的にも大きな被害が予想されます。 

  ２０１６年に町が作成をいたしました府中町都市計画マスタープランから、密集市

街地の状況についてまとめてみました。私たちの暮らす府中町は、面積約１０平方キ

ロメートルであり、そのうち山林が４．５平方キロ、住宅用地が２．４平方キロメー



- 22 - 

トルです。そこに５万２，０００人が暮らし、人口密集地域、面積は５．６平方キロ

メートルのところのこの人口密度は、１平方キロ当たり９，０００人。県平均は約

６，０００人ですので、府中町は県平均の１．５倍の人口密度であるということです。 

  生活道路は、幅４メートル未満の狭隘道路が３分の１を占めています。町のつくっ

た町内会別ハザードマップによりますと、石井城や本町三丁目、宮の町三丁目などは

４メートル以上の道路が極めて少ない状況です。 

  住宅を含む建築物は、築２５年以上の建築物が多く、特に町北東部において老朽化

が進んでいます。空き屋率については減少傾向にあり、比較的低い水準、１０．５％

です。 

  身近で小規模な公園は、町全域にわたって広く分布している。 

  都市計画マスタープランは災害危険性についても述べており、先ほどもも申しまし

た南海トラフ巨大地震。北東部の団地、これは桜ケ丘や清水ケ丘を指すと思われます

が、そこや榎川沿いの一部での土砂災害、府中大川周辺の平地部での河川氾濫が想定

をされております。府中町での自然災害は、地震と土砂災害、河川氾濫。この３つが

とりわけ起きる可能性が多いということであります。 

  国土交通省は、２００３年に重点密集市街地について発表いたしました。重点密集

市街地とは、延焼危険性が特に高く、燃え広がるということですね、地震などで大規

模な火災の可能性があり、そのままでは今後１０年以内に最低限の安全性を確保する

ことが見込めず、重点的な改善が必要な密集市街地を意味しています。 

  当町も１地区、石井城、本町三丁目、みくまり二、三丁目の４１ヘクタールが重点

密集市街地に指定をされました。当町にとっての密集市街地整備は、町民の命と安全

を守る災害に強いまちづくりのために、また府中町の発展のために欠くことのできな

い課題と言えます。 

  そこで、伺います。 

  以上、私なりに府中町における密集市街地の問題点について述べさせていただきま

した。町としての密集市街地をどのようにお考えでしょうか。見解を伺います。 

  次に、密集市街地の整備をする上での問題点について伺います。 

  都市計画マスタープランは、第１章の締めくくりに都市づくりの課題を４点上げて

います。そのうちの３つが密集市街地整備とかかわっています。 

  第１は、計画的な土地利用の誘導です。無秩序な市街地の拡大を防止し、都市の成
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長を管理していくことが必要だと述べています。 

  第２は、都市基盤の充実です。具体的には、生活道路の整備、公園の整備など、住

環境の改善です。 

  第３は、市街地の安全性の向上です。地震、火災に対して、脆弱な市街地環境を形

成している地区があり、建物の耐震化や狭隘道路の解消など、行政と住民が連携して

市街地の安全性の向上に取り組む必要があります。このように述べています。生活道

路や公園といった都市基盤を町が整備する一方、計画的な土地利用を促し、市街地の

安全性を向上させるということだと思います。密集市街地整備にかかわるこの３つの

課題に取り組むことが求められているわけですけれども、実際にはさまざまな困難が

あり、一般的には次のような点が指摘されております。 

  １、地域内の居住者には高齢者が多く、建てかえ等の資金が確保が難しい。あるい

は他の費用に比して優先度が低い。 

  ２、狭い敷地の所有者が多い上に、借地、借家関係など権利関係がふくそうしてい

る場合もあり、その調整と合意形成が難しく、また時間もかかる。 

  ３、低家賃の借家を必要とする高齢者などに対して、公営住宅の提供などの居住の

安定を確保することが難しい。 

  ４、敷地が狭く、接道不良の住宅が多いため、道路に接してないということですね、

現在の建築基準どおりの建てかえでは十分な居住面積の確保ができない。 

  具体的には次のような問題があります。 

  １つは、道路の幅を広げることの難しさです。 

  幅員４メートル未満の道路に接している家を建てる場合の建築確認申請書には、建

物の敷地を道路中心線から２メートル下がったところを敷地境界として申請をしなけ

ればなりません。家を建てる側から見れば、これまでの敷地を狭めなければならず、

下がった部分は使えません。敷地が削られた分だけ家は小さくなり、今まで使ってい

た土地は使えないことになります。一旦下がった部分が何年かするともとに戻ってし

まうというようなことも起きます。これを防ぐためにセットバックした位置を明確に

し、その部分の舗装などの補助を行うなどの制度を実行している自治体もありますけ

れども、目に見える効果は上がっているとは言えません。 

  もう一つの問題は、２項道路の指定を受けていない狭隘道路です。 

  当町にも見られますが、里道、農道、水路敷などの周辺に建物が建ってしまったケ
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ースです。これらは日常道路として使っていますけれども、建築基準法上の道路では

ないので、原則としてこれに面して建物の建築はできません。このような道路は多数

存在し、これらを救済するために、建築基準法は第４３条第１項にいわゆるただし書

き規定を設けています。 

  ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに

ついては、この限りではないというものです。 

  この規定を適用すると、狭隘道路であっても住宅が建ち、狭隘道路そのものもその

まま残されてしまいます。いつまでたっても狭隘道路がなくならないわけです。密集

市街地の整備は喫緊の課題であるにもかかわらず、以上のような難しさもあわせ持っ

ています。全国でも密集市街地整備は一部で成果を見せているものの、全体としては

なかなか進んでいないというのが現状です。 

  そこで伺います。 

  当町の密集市街地について、これらの今私が指摘しました点は該当するのか。また、

それ以外に当町独自の困難があるのでしょうか。 

  第３に、密集市街地の整備をどのように進めるのかについて、５点伺います。 

  市街地整備にはさまざまな方法があります。１つは、土地区画整理事業や再開発事

業のように、既存の建物を全て取り壊して町を一体的に再整備する方法です。 

  向洋駅周辺土地区画整理事業は、事業面積約１２．２ヘクタールで、当町の都市的

土地利用地の約２．５％、住宅用地の約５％に当たります。 

  ２００２年に事業計画を決定し、既に１６年が経過し、ＪＲ高架化事業のおくれが

原因ではありますけれども、事業の終了まであと十数年かかると見られています。計

画決定から完成まで３０年余り。事業費も計画どおりおさまって１７７億円。ことし

の一般会計予算とほぼ同規模。時間も経費もかかり、移転する住民の方々も大変な苦

労をされています。 

  広島駅南口再開発も昨年ようやく完了いたしました。Ａ、Ｂ、Ｃのブロック合わせ

て総事業費約１，２００億円。１９８１年に基本計画を策定してから完了まで３６年

かかり、もともといた住民や店舗はほとんど転居をしております。 

  容積率を緩和して高い建物を建てることは、周囲に広い土地がなければ、日照、採

光、強風などの点で周辺地域の環境悪化をもたらします。密集市街地整備においては
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土地の高度利用は追求をせず、青空の見える空間のよさを維持しながら建てかえを進

めていくことが大切ではないでしょうか。 

  区画整理事業や再開発事業を一律に否定するものではありませんが、これらの整備

事業は大きな犠牲を伴います。したがって、家屋の全面除去を前提とするスクラップ

アンドビルド方式は密集市街地整備においてふさわしくなく、住民の皆さんが今住ん

でいるところに住み続けながら整備をしていく方法をとるべきだと考えます。 

  そこで伺います。 

  密集市街地整備において、区画整理事業や再開発のような方法は適当でないと考え

ますが、町としての見解をお聞かせください。 

  府中町の密集市街地整備に当たって、私は以下の３つの観点が重要だと思っていま

す。 

  第１に、修復型。少しずつ直していくという、修復型まちづくりという手法であり

ます。 

  家屋の全面除去を前提とするスクラップアンドビルド方式、区画整理や再開発とは

異なる手法として、この修復型まちづくりというものがあります。 

  修復型まちづくりとは、家屋等の全面除去を前提にしないで、家屋一軒一軒の建て

かえや共同化を誘導し、災害時の避難路としての行きどまり道路の解消や、消防活動

に必要な最小限の道路の幅員、幅、さらに災害時の地下貯水槽と日常のコミュニティ

ー活動の拠点としての小さな広場の整備などを行います。修復型まちづくりは、住民

の合意を重視した計画をもとに、家の建てかえに合わせて少しずつ町を改善していく、

いわばリフォーム型、リハビリ型とも言えるまちづくりです。 

  この修復型まちづくりは、連鎖、鎖がこうつながっていくという意味の連鎖ですけ

ども、連鎖のまちづくりとも言われています。まずできることから始め、道路づくり、

広場づくりなどのまちづくりを進めようという考え方です。複数の小規模な自力によ

る建物更新事業を促し、それらが持続的につながり、面的に整備が広がるようにして

いきます。 

  家の建てかえは平均３０年と言われていますので、修復的なやり方であっても上手

に連鎖をすることができれば、少しずつであってももともとの町のよさを残しつつ、

３０年のうちには安全で暮らしやすい町になっていくでしょう。３０年は決して短い

時間ではありませんが、先ほども申しましたように、区画整理事業や再開発でもやは
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り３０年、４０年とかかる。ですから、修復的まちづくりがとりたてて時間がかかる

ということでもありません。 

  世田谷区太子堂の二、三丁目地区は、この修復型まちづくりによって少しずつ町を

改 善 を し て い き ま し た 。 １ ９ ８ ３ 年 に 事業を導入し たとき の 建物不燃化率は

３１．０％、１８年たった２００１年には５３．８％、２００７年に５３．２％、

２ ０ １１年 に ５８． ９％と着実 に伸ばし ていま す 。不燃領域率も２ ００１ 年 に

５９．３％から２０１１年に６３．４％に４．１ポイント伸びています。 

  太子堂のまちづくりの特徴の一つに、小さな公園、ポケットパークというそうです

けれども、があります。１９８４年、区が宅地だったところを用地取得し、手づくり、

土を残す、自主管理による広場、トンボ広場というのが最初にできたそうですけども、

これがつくられました。 

  その後、メダカ広場、だんだん広場、すずむし広場などがつくられ、２０１１年ま

でに広い公園も含めると２３カ所が整備をされ、１人当たりの公園面積は１９８３年

に０．４３平方メートルだったものが２０１１年には１．８８平方メートルへと４倍

以上になっています。密集市街地につきものの圧迫感の緩和や地域コミュニティーの

憩いの場としての役割を果たしています。 

  このように、太子堂二、三丁目地区では、建てかえ促進、公園通り抜け整備などが

着実に進んでいます、 

  そこで伺います。 

  密集市街地整備においては、以上申しました修復型まちづくり、連鎖のまちづくり

がふさわしいと思いますが、町としてはどのようにお考えでしょうか。 

  まちづくりの第２の観点は、路地を生かすということです。 

  路地は狭隘道路であり、狭隘道路を拡幅して町の防災性を高めることが密集市街地

整備には欠かすことができません。 

  しかし、路地には路地のよさがある。そして路地は府中町の魅力の一つです。路地

は安らぎや懐かしさを人に与えます。路地は自動車が少ないので、学校帰りの中学生

が別れを惜しんで十字路で長話をしていたり、行きどまりの道では小学生がボール遊

びをしている。そんな光景を目にします。石井城の出合清水、あるいは今出川清水と

今は呼ぶんでしょうか。ここも路地に面しているからこその風景をつくっています。

このように路地には人間らしさ、人間くささがあると思うんです。 



- 27 - 

  １９９０年代にバブル経済がはじけて、路地が注目されるようになりました。尾道

市や東京の神楽坂、谷中など、路地のよさが評価され、路地を生かしたまちづくりが

進められています。 

  イオンモール広島府中にあるフードコートとレストラン街の名前は、路地ダイニン

グです。イオンモールが報道関係者に配付した資料には、「路地から漏れ聞こえるに

ぎわいや人々の笑い声に思わず足を運んでしまい、はしごをしたくなってしまうよう

な路地空間をイメージ。モールを町に見立て、一歩入り込む先にある魅力ある路地空

間を演出しています」「エリアごとの通路は、その名のごとく路地をほうふつとさせ

る通路が適度に空間を保ちます」とあります。路地の町、府中町にあるイオンモール

だからこそついた名前なのではないかと想像をしております。私の住んでいます集合

住宅の名前は、ヴィコロ宮の町です。ヴィコロとはイタリア語で路地。家主さんのこ

の町への思いが伝わってきます。 

  密集市街地整備と路地を生かすことは相反することですけれども、どの道路も幅員

を広げるということではなく、町の安全を確保しつつ路地も残して府中町らしいまち

づくりをしていく必要があるのではないでしょうか。 

  密集市街地整備おいて、路地を残すことは不可能ではありません。路地を守った町

の一つに法善寺横丁があります。 

  ２００２年、法善寺横町は火事になりました。類焼した法善寺横町は道の道幅が

２．７メートルで、建てかえるためには道路の拡幅が必要です。しかし、この道幅の

狭さこそが、夫婦善哉の舞台にもなった法善寺横町の命であり、すれ違えば肩が触れ

合う狭い路地を守ってほしいとの声が上がりました。 

  結果的に建築基準法上の、これ難しいんですが、連担建築物設計制度、詳しくは私

もわかりませんけれども、この認定を受け、建築協定により防火性も確保して、法善

寺横丁の心地よさを守ることができました。飲食街と住宅街の違いはありますけれど

も、路地を残し、路地を生かすことができることの一例として紹介をいたしました。 

  そこで伺います。 

  当町の密集市街地整備において、安全を確保することを前提にしつつ、府中町らし

い、路地を生かすまちづくりが必要だと思いますが、町としてはどのようにお考えで

しょうか。 

  第３の観点は、町の景観を整えていくことです。 
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  府中町のよさを残しつつ、美しい町並みをつくっていく。一般的に美しい町並みの

条件として、１、樹木など緑があること、２、敷地を塀などで囲むのではなく、街路

と敷地を区切らない開放的な外構、３、建物そのものは個性的であっても、色調や素

材をある程度そろえていくこと。このようなことが挙げられています。 

  私有地にどのようなものを建てても自由だという考え方ありますけれども、それぞ

れの住まいの外観は、プライベートなものであると同時に町並みをつくっていくとい

う公共性もあわせ持っています。強い規制をかけることはなじまないと思いますけれ

ども、住民同士の自主的な申し合わせによって町並みを整えていくことはできると思

います。 

  また、呉市のように美しい街づくり賞を設けるという方法もあります。呉市の美し

い街づくり賞は、周辺の景観に配慮し、魅力あふれる都市景観づくりに貢献している

建物や壁画、サイン、オブジェなどの工作物、そして心の豊かさを感じさせるまちづ

くり活動、それに貢献する作品や取り組みに対して、毎年１回選考し表彰。すまい部

門、たてもの部門、まちなみ部門、リノベーション部門、まちづくり部門という５つ

の部門があります。 

  そこで伺います。 

  当町の密集市街地整備の際、あるいはこれは町全体にもかかわりますけれども、市

街地整備に当たって景観を整えていく工夫がいると考えますが、この点についての町

の見解をお聞かせください。 

  密集市街地整備やこれからのまちづくりは、何よりも住民合意で進めていくことが

大切だと思います。住民合意で進めていくために、全国各地でまちづくり協議会をつ

くって活動しています。まちづくり協議会は、まちづくりを推進するための組織で、

まちづくりの方針や建物に関するルールなどについて地区内で話し合いを重ね、合意

した方針やルールを地区まちづくり計画の素案としてまとめるなどの活動をしていま

す。 

  先ほど紹介した太子堂二、三丁目地区ですけれども、１９８２年にまちづくり協議

会をつくって修復型まちづくりを進めてきました。太子堂二、三丁目地区のまちづく

り協議会の特徴を会自身が次のようにまとめています。 

  協議会の役割は、住民の声を背景にまちづくりを話し合う場とする。まちづくりに

必要な調査・研究を行う。まちづくりの計画案をつくり、区長に提言する。その他ま
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ちづくりの活動を進める。 

  まちづくりの目標。防災性能の向上を図る。快適な居住空間の形成を図る。文化的

なまちづくりを推進する。 

  協議会メンバーの構成は、太子堂地区及び周辺の関係者は誰でも自由に参加できる。

地区外の方でも希望があればオブザーバーとして参加できる。会は原則として公開す

ると、このような特徴があるそうです。 

  協議会にかかわったメンバーの感想を紹介します。 

  トンボ広場の、先ほど挙げましたね。トンボ広場の最初の住民説明会のとき、行政

の担当者から提案された図面がれんが舗装であったのに対し、参加者から「かた過ぎ

ます。土の地面を」という意見が出され、若い担当者が、「僕はこういう教育しか受

けてないんです」と思わず涙ぐんだ場面が忘れられません。公園づくりも参加も、全

て初めての出来事の始まりでした。 

  どうしたら自分たちの住んでいる町がよくなるのか、住民と行政、住民と住民とが

激しく、あるいはユーモアを交えて本音で議論し、そうした議論の過程で住民と行政

が一体となり活動した結果、遊び場用地を区が取得し住民の方々が自分たちの参加を

含めた遊び場の管理方法の提案を行い、その成果として遊び場ができたことです。こ

の結果、住民と行政の信頼関係が生まれ、以降のまちづくりが進展しました。 

  やっぱり人が印象に残ります。協議会をやるうちに参加者の方がどんどんまちづく

り人になっていく姿がすごいなあと思いました。 

  協議会の運営は全国どこでもなかなか大変なようですけれども、住民参加のまちづ

くりに欠かせないものだと言えるでしょう。 

  この協議会の存在を区として制度的にバックアップしたのが、１９８２年に制定を

されました世田谷区街づくり条例です。街づくり条例は、区民と区の協働作業として、

住民参加によるまちづくりを制度的に位置づけたものです。 

  特に重点的にまちづくりを進める地区を、区議会の議決で街づくり推進地区として

指定をし、積極的にまちづくりを推進することになりました。区が協議会を支援する

ことや、協議会からの提案を尊重することを条例は定めています。太子堂地区のまち

づくりは、この街づくり条例によって進められてきたものなのです。 

  条例は、３段階のまちづくりルールをつくっています 

  区民街づくり協定。これは住民同士が任意に内容を決められることが特徴で、区民
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が取り決め、区が登録します。 

  ２、地区街づくり計画。地区計画よりきめ細かく決められるのが特徴で、対象とな

る区域内の住民や地区街づくり協議会が原案を提案し、区が策定をします。 

  ３、地区計画。内容は限定されますが、法的拘束力が強いのが特徴。対象となる区

域内の住民や地区街づくり協議会が素案を出し、区が策定します。 

  法的拘束力の緩やかな協定、行政指導ができる地区街づくり計画、法的拘束力の強

い地区計画の３つを実情に合わせて活用し、まちづくり進めています。地域によって

さまざまな個性があり、町の個性を生かしつつ、より住みやすい町にしていくことが

求められており、そこに暮らしている住民が中心となる地区まちづくりが重要です。 

  また、そういうまちづくりを支えるのが街づくり条例です。 

  最後の質問です。 

  密集市街地の整備やこれからのまちづくりは、何よりも住民合意で進めていくこと

が大切です。住民合意で進めていくためにはまちづくり協議会方式や、それを支える

まちづくり条例が必要だと考えます。町の見解をお聞かせください。 

  以上、７点について見解を伺います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） ７番二見議員の府中町における密集市街地整備とまちづく

りについて御答弁させていただきます。 

  まず、１番目の御質問、府中町における密集市街地の見解について御答弁させてい

ただきます。 

  国土交通省は、平成１５年７月に地震時等において大規模な火災の可能性があり、

重点的に 改 善 すべき密集 市街地 、 いわゆる重点密集 市街地 につい て 、全国で

７，９７１ヘクタール、４００地区を公表いたしました。 

  議員御指摘のとおり、府中町も１地区４１ヘクタールが密集市街地として公表をさ

れました。これは住宅の密集度として１ヘクタール当たり８０戸以上の住宅が密集す

る一団の市街地であること、かつ延焼の危険性として耐火に関する性能が低い住宅が

大半を占めていることなど、今後１０年以内に最低限の安全性を確保することが困難

であり、重点的に改善が必要な地区を重点密集市街地として公表をされたものでござ

います。 
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  その後、国土交通省では、密集市街地における建物倒壊により道路が閉塞して避難

が困難となる危険性について、有識者の方からの指摘によりまして、平成２４年

１０月に新重点密集市街地として新たに５，７４５ヘクタール、１９７地区が公表さ

れました。これは延焼の危険性、または避難困難性が特に高く、地震時等において最

低限の安全性の確保が著しく困難で、重点的な改善が必要な地区が該当いたしますが、

府中町にはこの新重点密集市街地に該当する地区はございませんでした。 

  しかしながら、議員御指摘のとおり、府中町においては幅員４メートル未満の狭隘

道路の割合が町道全体の約３３％となっており、特に町の北東部においてその割合が

高くなっております。 

  密集市街地については、その明確な基準が存在しているわけではございませんが、

これら幅員４メートル未満の狭隘道路が多く、また旧耐震基準の木造住宅が多く存在

する地区においては、地震時などにおいて大規模な火災につながる可能性、あるいは

道路閉塞により避難経路が喪失してしまう可能性があり、町民のとうとい人命や貴重

な財産の安全性の確保が困難となる問題を抱えていると認識をしております。 

  次に、２つ目の御質問、当町の密集市街地について、町独自の困難があるのかとい

う御質問に当たって、議員のほうから４つの事項について一般的な課題として挙げら

れましたので、当町に該当するのかという点について御答弁をさせていただきたいと

思います。 

  １つ目の建てかえ等の資金の確保が難しいのではという課題でございますが、密集

市街地におきまして建物が古い住居等の建てかえや耐震補強は、住民の生命・財産を

守るとともに、地震後の被害の軽減につながるものでございます。 

  しかし、建物の更新には多くの費用が必要となるため、資金の確保が難しいという

ケースは多くあると思われます。当町では、平成２９年度から、住宅のリフォーム、

耐震診断、耐震改修に対し補助を行っておりますので、積極的に活用をいただきたい

と考えております。 

  ２つ目の土地の権利関係の複雑さにつきまして御答弁させていただきます。 

  当町においても、土地の権利関係が複雑に絡み、利活用が困難な土地は少なからず

存在するものと考えております。 

  ３つ目の住宅困窮者に対する公営住宅の提供など居住の安定の確保について、平成

２８年３月に策定いたしました府中町住宅マスタープランにおきまして、居住の安定
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の確保として、民間及び広域的な行政間の連携を強化し、住宅セーフティーネットの

構築を図ることとしております。公営住宅の情報提供等と住まいの不安の軽減が図れ

るよう、今後も努めてまいります。 

  ４つ目の住宅の建てかえにより居住面積の減少という点についてですが、まず建築

基準法第４２条第２項によるセットバック義務により敷地の有効面積の減少について、

平成２４年度から平成２８年度の５年間における建築確認の申請の件数ですが、約

９００件で、そのうちの１３９件、約１５％がセットバック義務のある物件でござい

ました。セットバック義務のあった確認申請のうち、戸建て住宅の敷地面積の平均は

１５４平方メートルでしたので、居住面積が小さくなることで建てかえが進まないと

いう事例は、府中町では少ないのではないかというふうに推測をしております。 

  次に、密集市街地について町独自の困難があるのかという御質問ですが、町の密集

市街地の問題は、そのほとんどが道路幅員の狭さ、いわゆる狭隘道路の問題であると

考えられます。 

  建築基準法においては、幅員４メートル未満の道路沿いでの建築物の建てかえには、

道路中心線より２メートル後退しなければならないというセットバック義務がござい

ます。住宅の耐用年数を５０年とすると、家屋の大半が更新を迎えているはずでござ

います。 

  しかし、その全てでセットバックが果たされているわけではございません。その結

果、密集市街地の問題は解消されないという実態がございます。そのセットバック義

務が果たされることによって、本来であれば密集市街地の問題は解消されるというこ

とにつながるはずなんですが、いまだもってそれが解消されてないという実態もござ

います。 

  しかしながら、町内で４メートル未満の道路に接している住宅の総数は、住宅土地

統計調査によりますと、平成１５年で８，３７０軒、平成２５年で８，３１０軒と

１０年間での変化はほとんどなく、密集市街地の解消は進んでいないというのが現状

でございます。建築基準法ではセットバック義務は課しておりますが、道路の築造義

務まで課していないため、門塀などの工作物が時間の経過とともに突出してしまうと

いう実態がございます。 

  こうした状況を改善するため、当町では平成２４年度より本町三丁目をモデル地区

として狭隘道路整備事業を開始しております。この事業は、後退敷地を町で買い取り、
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道路として整備するという事業でございますが、６年間で１０件、計１８６メートル

を整備しております。本町三丁目で建てかえ等の情報があれば事業への協力を打診し、

御協力をいただいておりますが、少なからず事業への協力を得られないケースもござ

います。当町のような都市部では地価が高く、土地所有者の権利意識が強いため、後

退敷地を道路として提供することへの抵抗感、そして通過車両の増加に対する危惧が

事業協力を得られない主な理由として考えられます。 

  このように、密集市街地の整備には、行政と住民の皆様との協働により進めていく

必要がございます。しかしながら、総論賛成・各論反対という事態に陥りやすいこと

が、この密集市街地整備の難しさであるというふうに考えております。 

  次に、３番目の御質問、密集市街地整備における区画整理事業や再開発事業のよう

な面的な整備手法の適用についてと、４番目の御質問、密集市街地整備における修復

型まちづくりと連鎖のまちづくりをあわせて御答弁させていただきます。 

  密集市街地の安全性を確保するためには、１つ、避難路及び緊急車両の進入路を確

保するための道路整備。１つ、個々の住宅の建てかえ及び耐震化、不燃化。１つ、延

焼を食いとめる延焼遮断帯や公園等のまとまった空地の確保。この３つの観点から総

合的に施策を展開していく必要がございます。 

  現在、府中町においては、密集市街地の安全性の確保に向け、向洋駅周辺土地区画

整理事業、補助街路整備事業、狭隘道路整備事業、住宅の耐震診断、耐震改修、リフ

オームの補助事業。この４つの事業を進めているところでございます。 

  これまでの密集市街地での整備では、区画整理、再開発事業のように古い建築物を

取り壊し、区画を整え、道路を整備するといった面的な整備手法が採用されてまいり

ました。このような面的整備手法は、立地特性や費用対効果などから、適用できる地

区は限定されてまいります。 

  当町では、平成２４年度から狭隘道路整備事業、平成２９年度からは住宅の耐震・

リフォーム補助事業といった、議員の言われる既存の町並みを残しつつ、地域住民の

理解と協力を得て、安全性と暮らしやすさの両立を目指した事業を展開しておるとこ

ろでございます。狭隘道路整備事業の整備実績は、先ほど申し上げましたとおりでご

ざいますが、現在は事業区域拡大に向けて検討を行っているところでございます。 

  また、住宅耐震リフォーム補助事業では、昨年は事業初年度ということもありまし

て１件の補助ではございましたが、今年度に入りまして３件のリフォームの申請を受
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け付けております。 

  議員御指摘のように、こうした事業は住宅１戸の建てかえ等に合わせた事業であり、

なかなか効果が見えづらいものではございますが、３０年、５０年といった長期スパ

ンで着実に事業を進め、密集市街地の安全性の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、５番目の御質問、府中町らしい路地を生かすまちづくりが必要ではについて

御答弁させていただきます。 

  路地につきましては議員御指摘のとおり、多くの魅力を持っております。しかしな

がら、魅力のある路地は４メートル未満の狭隘道路であり、防災機能は決して高いと

は言えません。魅力ある路地を残したとしても、最低限必要な防災機能は備えておく

必要がございます。 

  魅力ある路地を生かしたまちづくりを行うための主な現行制度につきましては、建

築基準法に開しましては、議員も述べられましとおり連担建築物設計制度などがあり、

都市計画法に関しましては、街並み誘導型地区計画がございます。 

  これら現行制度は、古い町並みや商店街での事例が多く、一般住宅が立ち並ぶ密集

市街地での実績は事例も少なく、地区内の高いコミュニティー力が必要となってまい

ります。 

  密集市街地の問題は、さきにも述べましたとおり、大規模な火災につながる可能性、

道路閉塞により避難経路が喪失してしまう可能性があるというところでございます。

当町における密集市街地の整備につきましては、まずは防災機能の向上という問題解

決を第一に考えたまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

  次に、６番目の御質問、町全体の市街地整備の際、景観を整えていく工夫が必要で

はについて御答弁させていただきます。 

  町では、平成６年に美しく豊かな景観の形成を目指して、公共事業等景観生成マニ

ュアルを策定いたしております。これは公共事業等による景観形成が景観の骨格づく

りとなり、町全体の先導的役割を果たし、住民、事業者、行政の景観づくりに対する

意識の高揚につながることからマニュアル化をしたものでございます。 

  景観形成の方針といたしましては、住民、事業者、行政の相互協力によって、初め

てバランスのとれたすぐれた景観の生成が実現されることから、１つ、府中町の特性

を理解し、生かした景観形成に取り組む。２つ、人を基準にした景観形成に取り組む。
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３つ、住民、事業者、行政が一体となって景観形成に取り組むの３つの方針を掲げて

おります。 

  当町といたしましては、マニュアルに基づき、府中町の地域性、住民性に合った景

観形成に今後も取り組んでまいります。 

  最後の７番目の御質問、住民合意で進めていくためには、まちづくり協議会方式や

それを支えるまちづくり条例が必要ではについて御答弁させていただきます。 

  当町におけるこれからのまちづくりにつきましては、都市計画マスタープランにお

いて、第一に住民と行政との協働によるまちづくりを推進することを、取り組むべき

施策の方向性として示しております。 

  協働によるまちづくりを進めていく上で、住民の役割として、自分たちの町は自分

たちでつくり、守り、育てるという発想のもと、主体的に地域づくり、地域活動など

に参加・協力していただくことが大切であり、町といたしましても、住民意向の把

握・反映に努め、都市計画法など法に基づく制度の運用を図り、道路、公園など都市

基盤の整備、まちづくりを推進することが重要な役割となってまいります。 

  また、地域、地区の望ましい市街地を実現するため、住民からの発議による地区計

画などのまちづくりに関する提案があれば、積極的に協力をしてまいりたいと考えて

おります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 密集市街地の整備にかかわって、さらに３点ほどお尋ねをいた

します。 

  建てかえ資金確保の一助として、住宅リフォーム、耐震診断、耐震改修に対する補

助を昨年度から実施しており、積極的に活用してほしいという答弁でした。しかし、

聞きますと耐震改修への助成、額も件数も少ないということです。 

  耐震改修費ですけれども、宮城県の資料がございましたので紹介をいたしますと、

１００万円から２００万円が一番多く、全体の半分、５０％、次いで２０１万円から

３００万円が２６％になっています。１００万円から３００万円が大体それで３分の

２と、そのぐらいのお金が耐震改修にはかかるということです。 

  当町の場合、耐震改修への助成は費用の２３％、限度額は４０万円です。県内で見
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ますと、工事費用の２分の１を補助する自治体が竹原市、大竹市、府中市、江田島市

の４つ、３分の１を補助する自治体が６つ、２３％が当町を含めて７つ、補助なしが

６つとなっています。このように２３％という国の基準、国と市町が半分だそうです

から、当町の負担は１１．５％だと思いますけども、これに独自に積み増しをして

３分の１、２分の１を負担しているという市町が県内にもあるわけであります。 

  宮城県は、１９７８年の宮城県沖地震で死者２７名、重軽傷者１万９６２人、建物

の全半壊７，５００戸という被害がありました。そのこともあったからだと思います

けれども、市町村の補助額の一部を県が負担をしております。岡山県も県の助成があ

るようです。全国はちょっと調べがつきませんでしたけれども、しかしはっきりして

るのは広島県は一円も出していない。補助がありません。県の助成があってしかるべ

きだと思います。 

  住宅密集地における家屋倒壊は、避難通路を塞ぐことにもつながります。地域全体

の安全性向上のためには、耐震改修の対象件数、助成率、上限額を抜本的に引き上げ

ることが必要だと考えます。 

  耐震リフォームを促進するために、予算を増額し、対象件数、助成率、上限額を引

き上げるおつもりはありませんでしょうか。また、県に対しても助成を求めるおつも

りはないでしょうか。 

  次ですけれども、ブロック塀の問題です。 

  １８日の大阪北部の地震で、高槻市の小学校のプールのブロック塀が約４０メート

ルにわたって倒れ、小学校４年生が先ほども言いましたけれども下敷きになって、皆

さんも御存じのとおりです。まことに痛ましいことです。あのブロック塀は建築基準

法に反したものだったようですけれども、違法建築でなくても大地震の際にはブロッ

ク塀による被害が起きております。 

  何遍も出しますけれども、１９７８年の宮城県沖地震では１８人の方がブロックの

下敷きになって亡くなりました。１９９５年の阪神淡路大震災のときも倒壊が相次ぎ

ました。ブロック塀の下敷きになる被害が出なかったのは、地震発生時刻がたまたま

早朝であったから、人が歩いていなかったからということにすぎません。 

  当町の密集市街地において、狭い道路の両側がブロック塀というところも少なくあ

りません。大震災が起き、ブロック塀が倒壊すれば、逃げ道を失います。ただでさえ

消防車や救急車が入りにくいのに、ブロック塀によって道をふさがれては、なすすべ
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もありません。 

  危険なブロック塀をなくしたり生け垣にすることに対して、助成をしている自治体

があります。２００９年の調査で５５自治体です。これは環境省がヒートアイランド

対策のために生け垣にしたらということで２００９年に調べたものなんですけれども、

もう１０年前の調査ですので、今はもっとふえているはずです。 

  密集市街地が少なくない当町で、危険なブロック塀をなくして、塀のないオープン

な外構あるいは生け垣に変えていくことは、極めて有効な町の安全対策だと思います。

第１回目の質問で、美しい町並みの条件として、敷地を塀などで囲むのではなく、街

路と敷地を区切らない開放的な外構を挙げましたけれども、ブロックなどによる高い

塀をなくしていくことは、大震災から町を守る条件でもあります。 

  ですから、２問目ですね、当町でもブロック塀の除去に対して助成制度をつくるべ

きだと考えますが、町としての見解をお聞かせください。 

  そして最後、３問目ですけれども、公営住宅の問題です。 

  密集市街地整備の困難の一つとして、低家賃の借家を必要とする高齢者などに対し

て、公営住宅の提供などの居住の安定を確保することが難しいということが一般的に

は言われているが、当町としてはどうかという私の質問に対して、民間及び広域的な

行政間の連携の強化と公営住宅の情報提供によって住まいの不安定を軽減するという

ことで、残念ながら町営住宅をふやすという回答はございませんでした。 

  昨年９月の第４回定例会において、私は町営住宅について一般質問いたしました。

町営住宅は現在６住宅ありますけれども、そのうちの４つは老朽化によって募集を停

止。入居可能なのは青崎東住宅と本町住宅の２つ、５６戸にすぎません。府中町２万

１，０００世帯のわずか０．３％。県内市町の平均は４％ですので、圧倒的に少ない。

他市町並みなら１，０００戸はないといけない。しかし、町の計画はあと４４戸つく

って１００戸にするというものです。 

  町民の皆さんから町営住宅に入りたい、入れないという声を伺います。そして、こ

れから密集市街地整備を本格的に進めようと思ったとき、木造の賃貸住宅に住んでる

人は家賃がはね上がるので住むところがないと、住宅難民になってしまうということ

であります。ですから、移転先としても、一般的にも府中町は町営住宅たくさんつく

らないといけない。それに加えて、密集市街地整備をする上でも、町営住宅が必要に

なってくるということです。 
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  ですから、最後の質問ですけれども、町の計画である１００戸に見合う住宅建設を

急ぐとともに、町営住宅建設の計画を見直すことが必要です。町として再検討するお

つもりはないでしょうか。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部次長。 

○建設部次長（川口正幸君） ７番二見議員の御質問について答弁させていただきます

前に、本町で行っております住宅に関する補助制度について説明させていただきます。 

  本町では、住宅に関する補助制度は５件ございます。既存住宅の耐震性能向上を目

的としたものが２件、土砂災害特別警戒区域の住宅移転等に関するものが２件、子育

て世帯のリフォームに関するものが１件でございます。 

  耐震性能向上を目的としたものは、耐震診断に対して３分の２、上限２万円を補助

するものと、診断に基づいて行う改修に対して２３％、上限４０万円を補助するもの

の２件ございます。 

  本年度の予算では、耐震診断５件１０万円、耐震改修１件４０万円を見込んでおり

ます。本年度は、４月からの約３カ月間で、耐震に関して寄せられた相談件数は、耐

震診断に関して１件、耐震改修に関して２件でございます。交付実績は、まだどちら

もございません。 

  なお、昨年度の相談件数は、耐震診断７件、耐震改修７件で、交付実績は耐震診断

１件、耐震改修に関してはございません。 

  リフォームの補助に関しましては、３件９０万円の予算を計上させていただいてお

りますけれども、これは子育て世帯の住環境の向上を目的としておりまして、対象と

なる住宅は既に耐震性能が確保されている木造住宅に限っておりますので、耐震改修

とリフォームの両方で利用できる補助制度は、現在のところございません。 

  それでは、御質問の耐震リフォームを促進させるために、予算を増額し、対象件数、

助成率、上限を引き上げる考えはありませんか。また、県に対して助成を求めるつも

りはありませんかについて答弁させていただきます。 

  耐震診断及び耐震改修に関しては、議員御指摘のとおり、国の補助制度の範囲内で

補助を行っております。 

  予算で想定している件数は、耐震診断５件、耐震改修１件ですが、申し込み状況が



- 39 - 

これを上回った場合、国への追加要望、また翌年度の予算の確保等によって対応する

ことを考えております。 

  助成率、助成上限につきましては、現在のところ国の補助制度により設定しており

ますが、今後、利用者のニーズを把握していく中で要望等が多ければ、県の助成制度

に対する要望を含めまして、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、２つ目の当町でもブロック塀の除去に対して助成制度をつくることへの町と

しての見解につきましては、県や周辺市町の動向を見るなど、今後の課題としていき

たいと考えております。 

  ３つ目の町の計画である１００戸に見合う住宅建設を急ぐとともに、町営住宅建設

の計画の再検討についてでございますが、町営住宅の建設計画につきましては、平成

２９年３月に改定いたしました府中町住宅マスタープランに示しておりますが、策定

しましてまだ経過年数も少ないこともありまして、民間事業者の動きがほぼ変化なく

非常に活発な状態で続いておりますので、現在も住宅の需要と供給のバランスが十分

にとれている状況であるというふうに考えております。 

  このような中で、町営住宅につきましては、住宅マスタープランに示しております

ように、従前より整備されておりました町営住宅供給規模の１００戸を維持していく

こととし、計画的に町営住宅の長寿命化及び老朽化した町営住宅の集約化を今後も進

めさせていきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） ブロック塀の除去についてだけ質問します。 

  この助成制度についてですけれども、今回の大阪北部地震によって、ブロック塀に

対する関心、不安が広がっています。それと当時に、けさもテレビでやっていました

けれども、除去に対する助成制度。これへの関心も一緒に高まっています。 

  ２０１６年の熊本地震でもブロック塀が倒壊をし、１人が亡くなって、もう１人の

方が大きなけがをされました。 

  そもそもブロック塀は大変重いものであります。普通の厚さ１０センチのブロック

塀は、１０キロあるそうです。高さが１９センチ。これを仮に縦８段に組みますと、

高さが１５２センチで８０キロ。１つですね、１柵だけで。これが幅が３９センチで
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すので、横５列で約２メートル。ですから、縦８段で横２メートル組みますと、それ

だけで４００キロ。だから、あの小学校で倒れたのも物すごい重さで、そこまでいか

なくても幅４メートルぐらいでも十分に殺傷能力があると。これが古いブロック塀の

危険性であります。 

  １９８１年以前の古い耐震基準でつくられたものは、鉄筋が入ってなかったりそで

壁のないものもたくさんある。ですから、今回の事故をきっかけに不安に思って、ブ

ロック塀の撤去を検討する方も当然町内でも出てくるだろうというふうに思うんです。

そんなときに撤去費用の一部を町が負担する仕組みがあれば、撤去へのバックアップ

になります。関心の高まっている今だからこそ、制度を早急につくってその制度を周

知し、危険なブロック塀の除去を進めていくべきであります。 

  答弁は、周辺市町の動向を見ると、様子見ということです。しかし、周辺市町は府

中町のように密集市街地を抱えてるわけではありません。広い道路があれば、倒れて

も逃げられる。うちの場合には、狭隘道路で両サイドブロック塀が倒れてきたら、も

う逃げようがないんです。ブロック塀の倒壊によって死傷者が出る。それに、避難、

消防、救急の障がいになる可能性、危険性も他市町より高い。それはまた、他市町よ

りもブロック塀撤去の公益性、その家の人だけの問題じゃない。町全体の問題になる。 

  だからこそ、府中町は先んじて対策を打ち、県のトップランナーとなってその成果

を周辺市町に広げていくことが必要ではないでしょうか。 

  ブロック塀撤去への助成が一日も早く実現することを重ねて要望いたしまして、私

の質問を終わりにいたします。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第４項、府中町における密集市街地整備とまちづくり

について、７番二見議員の質問を終わります。 

  続いて、建設関係、第５項、広島市東部地区連続立体交差事業の進捗状況と向洋駅

北口の仮設整備について、１１番林議員の質問を行います。 

  １１番林議員。 

○１１番（林  拡君） 広島市東部地区連続立体交差事業の進捗状況と向洋駅北口の

仮設整備について質問をいたします。 

  ことし１月、船越地区の３つの踏切を全てなくし、鉄道を挟む南北市街地を３カ所

の平面道路で連絡するという、連続立体交差事業見直し案修正検討結果が公表され、

２月には当町を含む４者、広島県、広島市、海田町、府中町で、この見直し修正案が
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合意されました。今回の基本合意に基づき、平成３０年度内の都市計画変更、その後

の事業認可取得へ向け、本格的に動き出す予定と聞いております。 

  いよいよ、連続立体交差事業もスタートするわけです。 

  そこで質問です。 

  仮設線路の敷設並びに仮設駅の配置工事はいつごろ着手し、完成するのか、見通し

を教えてください。 

  区画整理事業が完成するときには、北口に公衆トイレがつくられると思いますが、

事業完成まで十数年を要し、そこまでトイレがないのは、町の玄関口としていかがな

ものでしょうか。向洋駅の利用者は、１日約２万２，０００人、県内でも６番目、今

４番目と書いてありますけれども、県内では６番目、市内で４番目です。６番目に多

い駅です。仮設線路並びに仮設駅完成後には、仮設トイレを設置する計画があります

か。 

  また、公衆電話を設置してほしいという要望もあります。公衆電話の設置について

の可否はＮＴＴが決めるそうですが、町としてＮＴＴに要望するつもりはありますか。

仮にＮＴＴが設置してもよいとなった場合、町は電話ボックスをつくる用地を提供す

ることができますか。 

  以上、質問です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  向洋駅周辺区画整理事務所長。 

○向洋駅周辺区画整理事務所長（脇本哲也君） １１番林議員からの、広島市東部地区

連続立体交差事業の進捗状況と向洋駅北口の仮設整備計画について御答弁させていた

だきます。 

  広島市東部地区連続立体交差事業につきましては、議員のおっしゃるとおり、広島

市が本年２月に見直し修正案の検討結果をまとめ、申し入れを行い、広島県知事、広

島市長、府中町長、海田町長の４者で合意したところでございます。 

  その後、連立事業者である広島県と広島市は、広島市、府中町、海田町の住民を対

象に説明会を開催しております。 

  府中町と海田町の住民説明会につきましては、３月１０日土曜日に開催され、府中

町の説明会には約８０名、海田町の説明会には約１２０名の方が参加されました。 

  修正案の影響が大きい広島市安芸区船越地区の住民説明会については、３月２日金
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曜日の説明会に約１２０名、３日土曜日の説明会には約９０名、合計で約２１０名の

方が参加されております。 

  説明会におきましては、早く事業を進めてほしいなどの意見が相次ぎ、また船越地

区の連合町内会からも、総意として市の案を受け入れるという連絡があり、住民理解

が得られたものとし、連立事業者である広島県、広島市が連携し、ＪＲに委託して申

し入れ内容の検討を深めているところでございます。 

  それでは、１つ目の質問、仮設線路の敷設並びに仮設駅の設置工事はいつごろ着手

し、完成するのかの見通しについてです。 

  現在のところ、詳細なスケジュールは未定で、今後明らかになっていきますが、平

成３０年度内の都市計画変更、その後の事業認可の取得やＪＲとの工事協定、詳細設

計等の期間を考えますと、平成３２年度以降に仮線の敷設並びに仮設駅の設置工事に

着手し、その後、おおむね１０年程度で府中町域の１期区間、これは船越の的場川西

踏切まででございますが、これが完成するものと考えております。 

  府中町といたしましては、連立本体工事の早期着手は無論、さらなる工期短縮、コ

スト縮減を要望していくとともに、ホームページ等を通じ、関連する情報を積極的に

発信してまいりたいと考えております。 

  次に、２つ目の質問、仮設線路並びに仮設駅完成後には、仮設トイレを設置する計

画はありますかについてです。 

  現在、向洋駅周辺には、南口のホーム構内のトイレと北口の臨時駐輪場の仮設トイ

レがございます。南口のトイレは改札の中にあり、北口側からの利用は不便ですし、

また北口の仮設トイレは簡易で狭隘なため、利用しづらいものであると認識しておる

ところでございます。 

  今後、連立事業の進捗に伴い、仮線を敷設する前に仮線の敷地内にある現在の北口

改札、仮設トイレも含めた駐輪場などを移転する必要がありますので、連立事業者で

ある広島県において、北口の仮設整備計画を作成することとなります。このため、町

といたしましては、この仮説整備計画の中で利用しやすい仮設トイレの設置等につい

て、連立事業者と協議、また要望していくこととしております。 

  また、連立事業の完了後は、トイレ設置の候補地として高架下や青崎南公園などが

考えられますので、今後関係部署と協議していきたいと考えております。 

  次に、３つ目の質問、公衆電話の設置について、町としてＮＴＴに要望するつもり
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はありますか。仮にＮＴＴが設置してもよいとなった場合、町は電話ボックスをつく

る用地を提供することができますかについてでございます。 

  公衆電話には、第１種公衆電話と第２種公衆電話があります。第１種公衆電話は、

電気通信事業法施行規則により、社会生活上の安全及び屋外における最低限の通信手

段を確保するため、市街地ではおおむね５００メートル四方ごとに設置することとさ

れており、向洋駅周辺では既にマツダ病院前、マツダ本社前、青崎中のオートテニス

練習場付近に設置されております。 

  また、第２種公衆電話は、利用が多く見込まれる場所にＮＴＴが利用の実態に応じ

て設置するものですが、現在向洋駅南口に１台設置されております。 

  これまでのＮＴＴ西日本との協議経過や、現在の第１種公衆電話の設置状況、また

南口に設置されている第２種公衆電話の利用実態からすると、北口への公衆電話の増

設は非常に困難と思われますが、今後の連立事業や区画整理事業の進捗に合わせた既

存の公衆電話の移設なども含め、引き続きＮＴＴ西日本とは協議を継続していきたい

と考えております。 

  また、北口に公衆電話が設置される場合においては、駅前広場、歩道等、本来の使

用目的に支障のない範囲で町有地を提供するよう考えているところです。 

  連立事業が完成した際は、南口と北口が自由通路等でつながりますので、問題は解

消されることと考えております。工事期間中は大変御迷惑をおかけしますが、御理解

のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １１番林議員。 

○１１番（林  拡君） 答弁ありがとうございました。連続立体事業が２０２０年ご

ろには仮設の工事に入り、約１０年間、２０３０年ごろには府中町域の工事が完成さ

れるということですか。 

  向洋駅周辺区画整理事業は連立事業と一体のものですが、こちらのほうも連立事業

終了とほぼ同時に完成すると考えてよろしいでしょうか、それとも連立事業のほうが

数年先になるのでしょうか。お願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  区画整理課長。 
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○区画整理課長（岡村紀行君） １１番林議員の再質問について答弁いたします。 

  質問は２つあったかと思います。 

  府中町域の連立工事が２０３０年ごろに本当に終わるのでしょうかということなん

ですけど、今年度予定されております連立事業の都市計画の変更の内容は、平成

１１年に都市計画決定した府中町域から海田町域まで連続して立体交差となる計画を、

先日広島市が出された修正案、船越地区で一度おろす計画に変更するものでございま

すが、その船越地区まで、府中町域から船越地区までの工期は、現在連立事業者であ

る広島県がおおむね１０年で完了すると言っておりますので、順調にいけば議員の認

識されてるとおり、２０３０年ごろには府中町域の工事が完成するものと考えており

ます。 

  ２つ目が連立事業と区画整理事業の完了の時間差でございますが、連立事業は連立

高架が完成しまして北側の仮線が撤去され、更地になれば工事が完了しますが、区画

整理事業はその更地になった部分、北口駅前広場や向洋駅北口線、青崎中店線がござ

いますが、そこの道路の工事をしなければなりません。現在、その工事はおおむね

１年くらいで完了すると思っております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １１番林議員。 

○１１番（林  拡君） トイレについては、仮設整備計画の中で利用しやすい仮設ト

イレ設置などについて、連立事業者である県と協議し、要望していくと答弁されまし

た。 

  公衆電話については、北口への増設は困難であるけれども、引き続きＮＴＴ西日本

と協議していくという返答でした。これから工事完成まで十数年の間、利用者の不便

がないよう、県やＮＴＴと引き続き粘り強く協議していただくことを要望し、私の質

問とさせていただきます。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、広島市東部地区連続立体交差事業の進捗状況

と向洋駅北口の仮設整備について、１１番林議員の質問を終わります。 

  以上で、建設関係の質問を終わります。よって、日程第２、一般質問を終わります。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） 日程第３、議員提出第５号議案、地方財政の充実・強化を求め

る意見書を議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。よって、提案説明、質疑、討論

を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第４、議員提出第６号議案、学校教育環境の体制整備改善

を求める意見書を議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。よって、提案説明、質疑、討論

を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  以上で、今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

  ここで町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） ６月定例会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  冒頭、本定例会では、私の右足アキレス腱のけがのために大変御迷惑かけましたこ

とをおわびを申し上げたいと思います。 

  また、自席にてこうして着座にて発言させていただくことをお許しいただきました

ことをお礼を申し上げたいというふうに思います。 

  さて、本定例会は、去る２２日から本日まで５日間の日程ということでございまし

たが、報告が１５件、議案９件を提起させていただきまして、皆様の熱心な御審議を

いただきまして、全てお認めをいただきました。 

  また、今ありましたように、１４件の一般質問では、貴重な御意見、御提言をいた

だいたところでありまして、これらの意見を念頭に、緊張感を持って町行政の執行に

当たりたいというふうに考えております。 
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  いましばらくは梅雨ということでございます。ことしは平年並みの降雨量というふ

うには聞いておりますが、局地的な集中豪雨だけはなければいいがなというふうに気

をもんでるところでございます。 

  梅雨が明ければ夏ということでございます。皆様方におかれましては、どうか健康

に御留意いただきまして、町行政の発展のために御活躍されますことを祈念をいたし

まして、定例会閉会に当たりましてのお礼の挨拶とさせていただきます。大変ありが

とうございました。 

○議長（中村武弘君） これをもちまして、平成３０年第２回府中町議会定例会を閉会

いたします。御苦労さまでした。 

（閉会 午後０時０５分） 


